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研究の目的・手法 

 本研究は，無差別殺傷事犯の防止と無差別殺傷事犯者に対する適切な処遇の在り方を検討するため

に，各事犯者の特徴，それぞれの無差別殺傷事件に至る動機，原因，背景と犯行内容の特徴，その処

遇上の特性等を明らかにすることを目的としている。 

 調査対象の無差別殺傷事件は「分かりにくい動機に基づき，それまでに殺意を抱くような対立・敵

対関係が全くなかった被害者に対して，殺意をもって危害を加えた事件」をいう。無差別殺傷事件に

ついては，統計的な把握，系統立った報告がないため，法務総合研究所では，全国の検察庁に照会し

て無差別殺傷事件に該当し得る可能性がある事件について広く回答を求め，回答のあった事件につい

て判決書等を精査して無差別殺傷事件に該当するか否かを判断した。調査対象事件は，平成12年３月

末日から22年３月末日までの間に裁判が確定した無差別殺傷事件であって，同事件の裁判が確定した

ことにより対象者が刑事施設に入所したものである。調査対象者は52人であった。 

 調査対象事件について，検察庁から判決書，刑事事件記録を取り寄せて内容を調査するとともに，

調査対象者が入所した刑事施設において処遇記録等に基づく調査を，仮釈放後に保護観察に付された

者について保護観察所の事件記録に基づく調査を行った。 

 調査対象の抽出方法と対象数の問題によって統計処理上の限界があることを踏まえつつ，その分析

を行った。 

無差別殺傷事犯の特徴 

 無差別殺傷事犯者の多くは男性であり，その年齢層は一般的な殺人事犯者に比べて低い者が多い。

犯行時において，友人との交友関係，異性関係，家族関係等は劣悪である者がほとんどである。また，

安定した職業を得ていた者は少なく，低収入にとどまる者が多い一方で，居住状況でも不安定な者が

相当の割合でいる。全般的に，社会的に孤立して困窮型の生活を送っていた者が多いと評価できる。 

 無差別殺傷事犯者には，何らかの精神障害等，特にパーソナリティ障害の診断を受けた者が多いが，

犯行時に入通院して治療を受けていた者は少ない。前科を有する者は約半数であり，その罪名として

は粗暴犯が多い。また，犯行前に問題行動がある者がほとんどであるが，その内容としては自殺企図

が多く，特に前科のない者で多く自殺企図歴が認められる。また，犯行前に医師等に犯行に関する内

的衝動を相談するなどの行為を行っていた者もいる。 

 無差別殺傷事犯の動機としては，自己の境遇に対する不満から犯行に及ぶもの，特定の者に対する

不満から無関係の第三者に対する犯行に及ぶもの，自殺できないことから死刑を意図したり，自殺へ
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の踏ん切りをつけるために犯行に及ぶもの，社会生活への行き詰まりから刑務所へ逃避しようと犯行

に及ぶもの，殺人に対する興味・欲求を満たすため犯行に及ぶものの五つの類型が認められた。これ

らの複数の類型の動機が併存している者もおり，特に，自己の境遇に対する不満によるもの，特定の

者に対する不満によるものでは，これらの不満が直接に犯行に結び付くものと，これらの不満に基づ

いて，自殺や刑務所への逃避を考えるなど他の類型の動機が派生するものが認められた。事例数とし

ては，自己の境遇に対する不満によるものが最も多く，次いで特定の者に対する不満であった。 

 無差別殺傷事犯は全て単独犯であり，共犯者はいない。無差別殺傷事犯者も何らかの理由によって

被害者を選定している者が多く，特に，女性，子ども，高齢者が弱者だからという理由で選定されて

いる場合が多い。そのほか，怨恨相手等の投影・代替として選定する場合もある。 

 受刑歴を有する者では，刑事施設出所後１年未満に無差別殺傷事件に及んだ者が多く，出所後の問

題も存在していることがうかがえる。 

無差別殺傷事犯者の処遇 

 無差別殺傷事犯者については，刑事施設内で，被害者・遺族への慰謝が処遇目標とされることが多

く，特別改善指導として「被害者の視点を取り入れた教育」が最も多く行われている。精神障害等の

診断を受ける者，性格傾向・対人関係の問題がある者が多く，治療等を行うほか，その他にも処遇上

の配慮が必要な者が多い。 

 無差別殺傷事犯者は反則行為によって懲罰を受ける者が多く，しかも，反則行為・懲罰回数が多数

回にわたる者も多数である。このような反則行為が頻発する者は前科を有する事犯者で多い。他方，

対人関係上の問題から怠役する逃避型の反則行為者も存在する。 

 出所時には，精神保健福祉法26条に基づく通報がなされる場合が多いが，入院措置に至らない者も

多数いる。出所時の引受けについて，家族からも引受けを拒否される者が多く，社会復帰に関して困

難な問題がある。 

 無差別殺傷事犯者の中には，刑事施設内で再犯に及んだり，出所後に再犯に及ぶ者がおり，これら

の再犯者は前科のある者が多い。 

まとめ 

 無差別殺傷事犯者は，全ての者が共通の特徴を備えているわけではなく，また，発生件数を踏まえ

ても，無差別殺傷事犯のみに焦点を当てた予防策を講じることには問題があろう。しかしながら，無

差別殺傷事犯者は幾つかの類型に分けることが可能であるし，また，幾つかの特徴に基づいて検討さ

れる対策（発生を低減させるための施策）は，刑事政策上，社会経済政策上の施策との共通点を有し

ており，実行可能なものがあると考えられる。 
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 そして，そのような対策の中には，まず，前科のある者，特に粗暴犯により受刑する者の処遇の充

実が挙げられる。粗暴犯等の罪名で受刑する者に対して，リスクアセスメントツール等を用いて，粗

暴性向，精神障害等の問題性を正確に測定・把握し，その問題性の程度と内容に応じた処遇を進める

ことが重要であろう。また，これらの者に対して，矯正施設，更生保護機関，さらに社会内の医療・

福祉等の関係機関との間で必要な情報を共有し，連携して，出所後の問題に対応し，対象者を支援し

ていく枠組みを充実，強化していく必要があろう。その他の対策としては，社会的孤立を防ぐための

「出番」と「居場所」を作るために行われている各種施策，精神障害等に関する各種啓発活動及び自

殺防止対策は，無差別殺傷事犯の防止としても意義を有していると考えられる。また，各種の問題行

動等に対応するためのガイドラインの作成・配布も有用であろう。 

 無差別殺傷事犯者の処遇としては，刑事施設において，事案の性質・内容を踏まえた適切な特別改

善指導の実施が必要である。そして，対象者の有する精神障害等に対する適切な処遇が求められると

ころ，そのためには，刑事裁判における鑑定書等を処遇に有効に活用すること，専門性のある職員，

医師等による対象者の刑事施設入所後の精神状況の定期的な把握，複数の関連部署職員から構成され

るチーム処遇の実施，パーソナリティ障害等に対する処遇・治療方法の開発が重要なポイントとなろ

う。また，対象者の社会復帰を支援するためには，刑事施設における指導・教育の充実，対象者の問

題性を踏まえた出所後の受け皿の確保，関係機関との多機関連携を充実させるためのモデル構築・情

報の共有，満期釈放者に対する支援策の充実が鍵となろう。さらに，無差別殺傷事犯者の特質を職員

に正しく理解させるための研修・教育も重要である。 

 最後になるが，本研究には調査対象の抽出方法と対象数に基因する限界があり，より確定的な結論

を得るためには更なる研究が必要であると思われる。 

 

研究部長  関  隆 男   
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